
◆ 市民・事業者・行政の協働により、魅力的な景観づくりを進める
ことが景観計画の目的です。

近年、⼼の豊かさや精神的なゆとりが⼀層重視される
ようになり、都市空間についても魅⼒的な景観づくりが
求められています。

◆ 計画の「基本目標」は次の４点です。

① ⽔と緑を⽣かした、⼼地よい景観をつくります。
② 歴史・⽂化を伝える、⾵情のある景観をつくります。
③ まちの個性に彩られた、表情豊かな景観をつくります。
④ 快適性や安全性を基本として、市⺠参加により、⽣活⾵景を⼤切にした⼼に残る景観をつくります。

◆ 市内を８つの区域に分け、それぞれの特性を生かした
景観まちづくりを進めています！

基本⽬標の実現には、地域の成り⽴ちを理解しながら、地域の特徴的な⾃然や歴史的資源を⽣
かし、守り、周辺環境と調和したまちづくりを進めていくことが⼤切です。
そこで、 「地域特性を⽣かした景観まちづくり」を進めるため、次のとおり『良好な景観の形

成に関する⽅針』を定めました。

◆ 周辺環境への影響が大きい一定の行為については、事前の届出が必要です！

⼀定規模（ 特定中⾼層建築物※⼜は延べ⾯積
1,500㎡）を超える建築物および⼯作物について
新築、増築、修繕、塗装などを⾏う際には、⾏為
の３０⽇前までに届出をすることを義務付けてい
ます。
※専⽤住宅を除く３階建⼜は⾼さ１０ｍを超える
建築物

◆ 届出対象行為については、「景観形成基準」
（色彩基準など）に適合しない場合、勧告や
変更命令の対象となります。

・⾊彩は、⾊相・明度・彩度を記号と数値で表した

①⼀般地域 ②商業系⽤途地域
③⼯業系⽤途地域 ④市街化調整区域

そこで、積極的に景観づくりに取組み、市⺠・事業
者・⾏政の協働により魅⼒的な景観づくりの実現を推進
するため、平成１８年に具体的な⽅針等を記載した
『市川市景観計画』 を、景観法に基づき策定しました。

『良好な景観の形成に関する⽅針』 ＝ （共通⽅針） ＋ （ゾーン別⽅針）

知っていますか？「市川市景観計画」

（共 通 ⽅ 針）： （例）建築物のゆとりある配置、スカイラインの連続性や外観デザイン・⾊彩の
統⼀感に対する配慮など

（ゾーン別⽅針）： ごとに設定。

景 観 法 市川市景観基本計画

市川市景観条例

市川市景観計画

市⺠・事業者と⾏政の協働による景観まちづくり
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（マンセル値の表示例）

色相

彩度

明度

を設定し、使⽤できる⾊彩を制限しています。

マンセル値で表⽰ができます。
・本市では⽤途地域に応じ、４つの

⾊彩表(⼀般地域)より抜粋

どんな建物にも、⾊彩には使⽤できる範囲が
あるのね！

⾊彩表

景観特性による８ゾーン区分（右ページ参照）
（例）[⾃然と歴史の住宅地ゾーン] 植栽や⽣け垣化などにより、住宅地内の⼩さな緑

を増やしていく、など

景観計画区域内（市全域）で建築物の建築などを⾏う場合には、⼾建住宅を含む全ての建築物
についてこの『良好な景観の形成に関する⽅針』に沿って⾏っていただく必要があります。

外観（勾配屋根を除く）
勾配屋根



景観特性による８ゾーン区分図

★『早表』配布場所★
市役所市民課、行徳支所総務課、大柏

出張所、市川駅行政サービスセンター、

南行徳市民センター、住環境整備課寺社周辺と参道ゾーン
⇒歴史的⾵情を継承し、「趣ある
まち並み」をつくりましょう

自然と歴史の住宅地ゾーン
⇒「緑にあふれたまち」を、みんな
でつくり、育てましょう

駅前商業地ゾーン
⇒「誰にも誇れるまち並み」を、

思いやりの⼼でつくりましょう

⇒歴史とふれあいながら、地域
の「らしさ」を守りましょう

旧街道と

歴史的まち並みゾーン

緑地・農地と住宅地ゾーン
⇒緑と農地の「ふるさと」を、⼤切
にしていきましょう

市街地ゾーン
⇒地域の魅⼒を⾼める、「豊かな
表情」をつくりましょう

幹線道路沿道ゾーン
⇒⼈々のふれあいを育む、「楽しい
みち」をつくりましょう

河川・臨海ゾーン
⇒「美しい眺め」を守り、「⽔との
ふれあい」をつくりましょう

◎⼿作りの⾏灯で弘法寺をライトアップ！

【⾏灯製作】（申し込みが必要です）
⽇ 時：６⽉３０⽇（⼟） ・ ７⽉１⽇（⽇）

７⽇（⼟）・８⽇（⽇）１３時〜１５時
場 所：千葉商科⼤学
参加費：500円
※持ち物は申込みの際にご確認ください。

申 込：⽒名､年齢､住所､参加希望⽇､携帯番号を
メールにて申し込み。

【ライトアップ】
⽇ 時：7⽉2２⽇（⽇）19時３０分点灯

模擬店は15時〜、
ステージ演奏は16時〜
プロジェクション･マッピングは
20時〜

場 所：真間⼭弘法寺
連絡先(メール)
QRコード

平成30年7⽉9⽇（⽉）から、まち並み景観整備課の執務
室は、分庁舎C棟２階から市川南仮設庁舎２階（市川市
市川南2-9-12）に移転することになりました。

◎⼤町教育の森の会では、夏休みに親⼦で⾃然に親しむ
イベントを開催します。

⽇ 時：７⽉２９⽇（⽇）１０時〜１２時
場 所：⼤町教育の森（市川市⼤町153番2）
参加費：１⼈200円
定 員：30名（４歳以上の⼦供と保護者）
申込み：７⽉１５⽇（⽇）〜２８⽇（⼟）まで受付
申込先：⽶澤（080-6402-0555）
※持ち物、服装は申込みの際にご確認ください。

地域の特性を理解しよう！




